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中央最低賃金審議会目安制度の在り方に関する全員協議会について

○ 毎年度の地域別最低賃金改定にあたっては、中央最低賃金審議会より地方最低賃議会に対して目安を示すこと
としている。この目安制度の在り方については、平成７年の全員協議会報告において、「今後概ね５年ごとに見
直しを行うことが適当」とされたことを踏まえ、ランク区分も含めて概ね５年ごとに見直しを行っている。

○ 平成29年の全員協議会報告では、ランク区分に用いる指標の見直し等について取りまとめ。今後の見直しにつ
いては、「５年ごとに見直しを行い、平成34年度（2022年度）以後、当該見直しの結果に基づいて目安審議を行
うことが適当である」としている。

○ これを受け、令和３年５月以降、計11回全員協議会を開催し、令和５年４月６日に全員協議会報告をとりまと
めた。

中央最低賃金
審議会

※本審は議事・
議事録ともに公開

目安制度の在り方について調査審議すること。

※ 昭和57年７月の全員協議会設置以降、断続的に検討が進められてきたが、
平成７年全員協議会報告において「今後概ね５年ごとに見直しを行うことが適当」
とされたことを踏まえ、ランク区分も含めて概ね５年毎に見直しを行っている。

目安に関する
小委員会

※議事は非公開、議
事録は３者が揃った
場面のみ追って公開

目安制度の
在り方に関す
る全員協議会

※議事は非公開、議
事録は追って公開

毎年度の地域別最低賃金額改定の目安について調査審議すること。

※ 昭和53年度から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るとともに、地賃の円滑
な審議に資するよう、中賃が、47都道府県を数ランクに分け、ランク毎に地域別最
低賃金額改定の「目安」を作成し、地賃へ提示することとした（目安制度。
中賃の合意による運用であり、法令上の規定はない）。

※ 目安は、地方最低賃金審議会の審議の「参考」として示すものであって、これ
を拘束するものではないこととされている。
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※赤字が今般の主な見直し内容

目安制度の在り方に関する全員協議会報告（令和５年４月６日中央最低賃金審議会了承）のポイント
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３．中央最低賃金審議会における目安審議に用いる参考資料

技術的な見直しを行った。

１．中央最低賃金審議会における目安審議の在り方

(１)あるべき水準 最低賃金のあるべき水準を定めること及び定める場合の水準については意見の一致に至らなかったが、引き続き労
使で議論することが適当であるとの結論に至った。

(２)政府方針への
配意の在り方

目安審議においては、時々の事情として政府方針も勘案されているが、最賃法に基づく３要素（労働者の生計費、
賃金、通常の事業の賃金支払能力）のデータに基づき労使で丁寧に議論を積み重ねて目安を導くことが非常に重要。

(３)議事の公開 議論の透明性の確保と率直な意見交換を阻害しないという２つの観点を踏まえ、公労使三者が集まって議論を行う
部分については、公開することが適当との結論に至った。

２．地方最低賃金審議会における審議に関する事項

(１)目安の位置付
け

目安は、地賃の審議において全国的なバランスを配慮するという観点から参考にするものであって、地賃の審議を
拘束するものではないことを改めて確認した。

(２)ランク制度の
在り方（ランク区
分の見直しを含
む）

○ ランク制度を維持することは妥当であることを改めて確認した。
○ 47都道府県の総合指数（※）の差が縮小傾向であることや、ランク区分の数が多ければその分ランクごとに目安額
の差が生じ、地域別最低賃金額の差が開く可能性が高くなること等を踏まえ、ランク数は４から３に見直す。

○ ランクの振り分けについては、特に地域間格差の拡大抑制・ランク間の適用労働者数の偏りの是正が図られるよう、
・ ３ランクに変化することによる影響をできるだけ軽減する必要性、Ａランクの地域数が増えてきたというこれま
での経緯及び直近の地域別最低賃金額の状況も踏まえ、現行のランクとの継続性を重視し、Ａランクの地域は現行
のＡランクと同じとし、

・ ランク間の適用労働者数の偏りをできるだけ是正するため、Ａランクの適用労働者数とＢランクの適用労働者数
は同程度とする 等の考え方を総合的に勘案し、決定。

(３)発効日 発効日とは審議の結果で決まるものであることや、最賃法においても公労使で議論して決定できるとされていること
について、地方最低賃金審議会に周知することが適当。

４．今後の見直しについて

概ね５年ごとに見直しを行い、令和10年度（2028年度）を目途に、当該見直しの結果に基づいて目安審議を行うことが適当。

※ 賃金動向をはじめとする19指標を総合化した指数。各都道府県の経済実態とみなし、従来から各ランクへの振り分けに用いている。



令和５年度から適用される目安のランク
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ランク （参考）平成29年度～令和４年度
（適用労
働者数の
比率※）

Ａ
埼玉、千葉、東京、神奈川、
愛知、大阪 （６都府県）

45.2％

Ｂ
茨城、栃木、富山、山梨、長野、
静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、
広島 （11府県）

20.4％

Ｃ

北海道、宮城、群馬、新潟、
石川、福井、岐阜、奈良、
和歌山、岡山、山口、徳島、
香川、福岡 （14道県）

21.0％

Ｄ

青森、岩手、秋田、山形、福島、
鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、
長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄 （16県）

13.5％

ランク 令和５年度～
（適用労
働者数の
比率※）

Ａ
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、
大阪 （６都府県）

45.2％

Ｂ

北海道、宮城、福島、茨城、栃木、
群馬、新潟、富山、石川、福井、
山梨、長野、岐阜、静岡、三重、
滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、
島根、岡山、広島、山口、徳島、
香川、愛媛、福岡 （28道府県）

44.2％

Ｃ
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、
高知、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄 （13県）

10.6％

※ 平成28年経済センサス活動調査等に基づき算出


